
先 着 順 売 払 公 告

以下の国有財産について、先着順に売払を行う。

なお、当該物件はすでに一般競争入札を実施したが、売払相手方が決まらなかったために先着順により売り払うも

のである。

平成２４年１０月２４日

契約担当官

北陸地方整備局長 橋場 克司

記

１ 先着順売払に付する事項

所 在 地 区 分 種 目 構 造 数 量 備 考

新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢 土 地 敷 地 2,455.60㎡
字山田５６０－１

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 （建）392.75㎡
建 物 事務所建 陸屋根２階建 （延）583.14㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ造 （建）13.18㎡
建 物 倉庫建 陸屋根平屋建 （延）13.18㎡

工作物 １式

（４）売 払 価 格 金 25,000,000円
（５）売払代金納入期限 歳入徴収官北陸地方整備局長が発行する納入告知書に定める期限

（６）売払財産の引渡日 売払代金の納付日

２ 契約条項を示す「先着順売払の手引き書」の交付場所等

交付場所 新潟県新潟市中央区美咲町１丁目１番１号

北陸地方整備局 総務部契約課 電話（０２５）２８０－８８８０

及び

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３ 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 総務課

電話（０２５）７８４－２２６３

３ 現場説明

随時、現場説明を実施致しますので、下記問い合わせ先にお問い合せください。

買受を希望される場合は、必ず現地にて物件をご確認ください。

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３ 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 総務課

（電話０２５－７８４－２２６３）

４ 売払を申請するための資格

（１）次のいずれにも該当しない者であること。

①予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条に規定する者

②国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１６条の規定に該当する者

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴

力団及び警察当局から排除要請がある者

（２）現場説明に参加した者であること。

５ 売払にあたって付す条件

（１）国有財産売買契約締結の日から１０年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２

号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指

定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知



りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはなりません。

（２）国有財産売買契約締結の日から１０年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特

殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三

者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはなりません。

（３）実地調査等

①国は、上記（１）（２）の履行状況を把握し、条件違反を未然に防止するため、必要があると認められ

るときには、実地調査を実施し、又は報告若しくは資料の提出を求めることがあります。

②契約予定者は、正当な理由なく上記の①に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しく

は資料の提出を怠ってはなりません。

（４）契約予定者は、上記の（１）～（３）の条件に違反した場合は、国の定める金額を違約金として国に支

払わなければなりません。

６ 売払相手方の決定方法

買受希望者は、普通財産売払申請書に必要事項を記載し、実印を押印の上、必要書類を添付して持参してく

ださい。

※先着１名様に限り受理します。

（申請手続きにあたっては、物件の有無を必ずご確認ください。）

※必要な添付書類が不備等の場合や現場説明に参加されていない場合については、受理できません。

※なお、同日に同一物件に対する売払申請書をお持ちの方が複数名おられる場合には、抽選により売払相手

方を決定致します。

７ 普通財産売払申請書の提出場所及び受付期間

（１）受付場所 北陸地方整備局 総務部契約課（郵送・電送は不可）

（２）受付期間 平成２４年１０月２４日（火）から平成２４年１１月３０日（金）まで

なお、土日祝日を除く毎日９時００分から１７時００分まで

ただし、売払相手方が決定次第終了とする。

８ 必要な添付書類

（１）個人の場合は、住民票抄本及び印鑑証明書（発行日より３ヶ月以内のもの）

（２）法人の場合は、商業登記簿謄本及び印鑑証明書（発行日より３ヶ月以内のもの）

９ 契約締結の時期

契約予定者（売払申請者）を決定した日から７日以内に売買契約を締結しなければなりません。

１０ 売買代金の支払い方法

売買契約締結時に売買代金の１割以上を契約保証金として納め、契約日を含めて２０日以内（２０日目が土

日祝日等金融機関の休業日となる場合は、直前の金融機関の営業日まで）に、売買代金と契約保証金との差額

を支払わなければなりません。

１１ 所有権の移転

売買代金を全額納付した時に移転します。所有権移転手続きは国が行います。

１２ 契約内容の公表

契約締結したものについては、その契約内容（物件所在地、区分、数量、契約年月日、契約金額、個人・法

人の区分。なお、法人にあっては業種を付記する。）を公表します。

１３ その他

（１）契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る

（２）契約書の作成の要否 要

以上公告する。


